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「
独
立
行
政
法
人
の
事
務
・
事
業
の
見
直
し
の
基
本
方
針
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書

独
立
行
政
法
人
の
見
直
し
に
つ
い
て
は
、
鳩
山
内
閣
の
下
で
、
「
独
立
行
政
法
人
の
抜
本
的
な
見
直
し
に
つ
い
て
」
（
平
成

二
十
一
年
十
二
月
二
十
五
日
閣
議
決
定
）
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
「
独
立
行
政
法
人
整
理
合
理
化
計
画
」
（
平
成
十
九
年
十
二

月
二
十
四
日
閣
議
決
定
、
以
下
「
合
理
化
計
画
」
と
い
う
。
）
が
凍
結
さ
れ
た
。
次
い
で
、
平
成
二
十
二
年
の
四
月
か
ら
五
月

に
か
け
て
個
々
の
法
人
に
対
す
る
「
事
業
仕
分
け
」
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
「
抜
本
改
革
の
第
一
段
階
」
と

し
て
「
独
立
行
政
法
人
の
事
務
・
事
業
の
見
直
し
の
基
本
方
針
」
（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
七
日
閣
議
決
定
、
以
下
「
基
本
方

針
」
と
い
う
。
）
が
定
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
間
、
政
権
交
代
も
あ
っ
て
、
既
存
の
計
画
を
見
直
す
こ
と
と
さ
れ
た

こ
と
は
理
解
す
る
も
の
の
、
独
立
行
政
法
人
の
制
度
・
組
織
の
見
直
し
の
検
討
は
、
「
改
革
の
第
二
段
階
」
に
先
送
り
さ
れ
、

改
革
の
速
度
が
遅
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
と
懸
念
も
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
基
本
方
針
の
中
で
、
実
施
時
期
が

遅
い
事
項
及
び
合
理
化
計
画
か
ら
後
退
し
た
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
事
項
を
中
心
に
、
菅
内
閣
の
見
解
を
以
下
二
十
四
項
目

に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
の
東
京
事
務
所
の
国
庫
納
付
時
期
が
平
成
二
十
五
年
度
と
遅
い
理
由
を
伺
う
。
ま
た
、
東
京
事
務
所

は
廃
止
す
る
の
か
、
確
認
す
る
。

一



二

統
計
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
平
成
二
十
一
年
度
に
非
公
務
員
化
す
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
時
点
で
の

取
り
扱
い
を
伺
う
。

三

国
際
協
力
機
構
が
平
成
二
十
三
年
度
中
に
廃
止
す
る
と
し
て
い
る
Ｏ
Ｄ
Ａ
卒
業
国
と
な
る
国
の
海
外
事
務
所
は
ど
こ
か
、

伺
う
。

四

日
本
万
国
博
覧
会
記
念
機
構
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
「
大
阪
府
と
と
も
に
検
討
し
、
納
得
が
得
ら
れ
れ
ば
、
平
成

二
十
二
年
度
ま
で
に
独
立
行
政
法
人
と
し
て
は
廃
止
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
基
本
方
針
で
は
「
大
阪
府
と
の
協
議
が

整
っ
た
時
以
降
実
施
」
と
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
見
通
し
を
伺
う
。

五

国
立
科
学
博
物
館
、
国
立
美
術
館
、
国
立
文
化
財
機
構
及
び
日
本
芸
術
文
化
振
興
会
に
つ
い
て
、
国
の
負
担
を
増
や
さ
な

い
形
で
の
事
業
の
充
実
に
向
け
て
制
度
の
在
り
方
を
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
具
体
的
な
検
討
内
容
を
伺
う
。

六

防
災
科
学
技
術
研
究
所
及
び
海
洋
研
究
開
発
機
構
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
統
合
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現

時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

七

教
員
研
修
セ
ン
タ
ー
の
つ
く
ば
本
部
の
土
地
の
国
庫
納
付
時
期
が
平
成
二
十
七
年
度
と
遅
い
理
由
を
伺
う
。

八

国
立
大
学
財
務
・
経
営
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
「
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
と
統
合
す
る
」
と
さ
れ

二



て
い
た
が
、
基
本
方
針
で
は
「
事
業
の
実
施
主
体
等
に
関
す
る
検
討
を
行
い
結
論
を
得
た
上
で
」
廃
止
と
さ
れ
て
い
る
。
今

後
の
見
通
し
を
伺
う
。

九

国
立
健
康
・
栄
養
研
究
所
及
び
医
薬
基
盤
研
究
所
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
統
合
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現

時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

十

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
の
労
働
大
学
校
の
研
修
事
業
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
三
年
度
以
降
、
規
模
は
縮
減
し
た
上
で

国
が
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
国
へ
の
移
管
後
の
職
員
の
身
分
は
ど
う
な
る
の
か
、
伺
う
。

十
一

労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
及
び
労
働
者
健
康
福
祉
機
構
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
統
合
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

た
が
、
現
時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

十
二

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
の
職
業
能
力
開
発
総
合
大
学
校
（
相
模
原
校
）
の
廃
止
・
売
却
時
期
が
平
成
二
十
五
年
度
以
降

と
遅
い
理
由
を
伺
う
。

十
三

国
立
病
院
機
構
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
「
非
公
務
員
化
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
年
度
中
に
結
論
が
得
ら
れ
る
よ

う
」
に
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

十
四

年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
に
つ
い
て
は
、
設
置
期
限
が
平
成
二
十
四
年
九
月
三
十
日
ま
で
二
年
間
延
長
さ

三



れ
た
が
、
厚
生
年
金
病
院
及
び
社
会
保
険
病
院
の
今
後
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

十
五

農
林
水
産
消
費
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
非
公
務
員
化
に
関
し
「
現
中
期
目
標
期
間
終
了
時

に
改
め
て
検
討
対
象
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
平
成
二
十
二
年
度
末
に
中
期
目
標
期
間
が
終
了
し
て
お
り
、
現
時
点
で

の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

十
六

農
業
生
物
資
源
研
究
所
、
農
業
環
境
技
術
研
究
所
及
び
種
苗
管
理
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
平
成
二
十

三
年
四
月
に
統
合
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

十
七

日
本
貿
易
保
険
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
全
額
政
府
出
資
の
特
殊
会
社
に
移
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現

時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

十
八

製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
非
公
務
員
化
に
関
し
「
現
中
期
目
標
期
間
終
了
時
に
改
め
て

検
討
対
象
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

十
九

中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
工
業
用
水
道
施
設
の
福
岡
県
へ
の
移
管
時
期
が
「
平
成
二
十
五
年
度
ま
で
」
と
遅
い
理
由

を
伺
う
。

二
十

交
通
安
全
環
境
研
究
所
、
海
上
技
術
安
全
研
究
所
、
港
湾
空
港
技
術
研
究
所
及
び
電
子
航
法
研
究
所
に
つ
い
て
、
合
理

四



化
計
画
で
は
一
法
人
に
統
合
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

二
十
一

空
港
周
辺
整
備
機
構
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
「
独
立
行
政
法
人
以
外
で
の
形
態
を
含
め
た
組
織
の
在
り
方
に

つ
い
て
検
討
を
行
い
、
平
成
二
十
二
年
度
ま
で
に
結
論
を
得
る
」
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺

う
。

二
十
二

海
上
災
害
防
止
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
四
年
度
以
降
、
実
施
主
体
を
公
益
法
人
な
ど
の
民
間
主
体
と
す
る

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
後
の
進
め
方
を
伺
う
。

二
十
三

駐
留
軍
等
労
働
者
労
務
管
理
機
構
に
つ
い
て
、
合
理
化
計
画
で
は
非
公
務
員
化
に
関
し
「
現
中
期
目
標
期
間
終
了
時

に
改
め
て
検
討
対
象
と
す
る
」
と
さ
れ
て
い
た
が
、
現
時
点
で
の
取
り
扱
い
を
伺
う
。

二
十
四

「
改
革
の
第
二
段
階
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
独
立
行
政
法
人
の
制
度
・
組
織
そ
の
も
の
の
見
直
し
と
取
り
ま
と

め
は
、
余
り
時
間
を
置
か
ず
に
成
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
菅
内
閣
の
方
針
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

五


